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愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部を改正

する規則を次のように定める。

平成１５年１２月２４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部を

改正する規則

愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（愛媛県人事

委員会規則７－４７９）の一部を次のように改正する。

第１０条の見出し中「再就職手当」を「就業促進手当」に改

め、同条第１項中「第１０条第１０項第３号の２に掲げる再就職

手当に相当する退職手当、同項第４号に掲げる常用就職支度

金」を「第１０条第１０項第４号に掲げる就業促進手当」に、「

再就職手当、同法第５７条第１項に規定する常用就職支度金」

を「就業促進手当」に改め、同条第２項を削る。

第１６条の見出し中「再就職手当」を「就業促進手当」に改

め、同条第１項中「第１０条第１０項第３号の２から第６号まで

に掲げる」を「第１０条第１０項第４号から第６号までの規定に

よる」に、「同項第３号の２に掲げる再就職手当に相当する

退職手当にあつては再就職手当に相当する退職手当支給申請

書（様式第１５号の５）に、同項第４号に掲げる常用就職支度

金に相当する退職手当にあつては常用就職支度金に相当する

退職手当支給申請書（様式第１６号）に、同項第５号」を「同

項第４号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当のうち、

雇用保険法第５６条の２第１項第１号イに該当する者に係る就

業促進手当に相当する退職手当にあつては就業手当に相当す

る退職手当支給申請書（様式第１５号の５）に、同号ロに該当

する者に係る就業促進手当に相当する退職手当にあつては再

就職手当に相当する退職手当支給申請書（様式第１５号の６）

に、同項第２号に該当する者に係る就業促進手当に相当する

退職手当にあつては常用就職支度手当に相当する退職手当支

給申請書（様式第１６号）に、条例第１０条第１０項第５号」に改

め、同条第２項中「規定する」の下に「就業手当に相当する

退職手当支給申請書、」を加え、「常用就職支度金に相当す

る退職手当支給申請書」を「常用就職支度手当に相当する退

職手当支給申請書」に、「うえ」を「上」に改める。

様式第７号中
「

を特定職種
受講手当

月額 円
年 月支給開始 」

削る。

様式第１５号の５中「就職先の」の下に「（事業を開始した

）」を加え、「雇入年月日」を「雇入（事業開始）年月日」

に改め、「雇入れ」の下に「（事業開始）」を加え、「おけ

る再就職手当」を「おける就業についての再就職手当、常用

就職支度手当」に改め、「１ 再就職手当」の下に「、常用

就職支度手当」を、「２ 再就職手当に相当する退職手当」

の下に「、常用就職支度手当に相当する退職手当」を加え、

同様式に注として次のように加え、同様式を様式第１５号の６

とする。

注１ 不要の文字は、抹消すること。

２ 事業を開始した場合は、「採用内定年月日」欄、「

職種」欄、「雇用期間」欄及び事業主の証明は、記入

の必要はないこと。

様式第１５号の４の次に次の１様式を加える。
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様式第１５号の５（第１６条関係） 就業手当に相当する退職手当支給申請書

就業手当に相当する退職手当支給申請書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住 所
申請者

氏 名 �

雇用契約ご
との雇用期
間が７日以
上である場
合

就職先の

事 業 所

名 称

所 在 地

事業の種類

雇 用 年 月 日 年 月 日 雇 用 期 間

１ 週 間 の 所 定 労 働 時 間 時間 分

支給対象期間中の就業日数 日

上記の記載事実に誤りのないことを証明する。

年 月 日

事業主氏名 �

雇用契約ご
との雇用期
間が７日未
満である場
合

就業先の事業所の名称
及び所在地 就業期間 就業日数 就業内容

日

日
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日
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日

日

合計 日

愛 媛 県 報平成１５年１２月２４日 第１５２０号外２

２



様式第１６号中「常用就職支度金に相当する退職手当支給申

請書」を「常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書

」に、「�」を「�」に、「おける再就職手当」を「おける
就業についての再就職手当、常用就職支度手当」に改め、「

１ 再就職手当」の下に「、常用就職支度手当」を、「再就

職手当に相当する退職手当」の下に「、常用就職支度手当に

相当する退職手当」を加え、「より常用就職支度金」を「よ

り常用就職支度手当」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 愛媛県職員退職手当条例等の一部を改正する条例（平成

１５年愛媛県条例第６４号。以下「改正条例」という。）附則

第７項に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例第１

条の規定による改正後の愛媛県職員退職手当条例（昭和２９

年愛媛県条例第３号）第１０条の規定を適用するとしたなら

ば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則

第２項、第３項及び第６項の規定により受ける失業者の退

職手当の額とのいずれか多い額とする。

３ 改正条例附則第８項ただし書に規定する失業者の退職手

当の額は、同項本文の規定を適用するとしたならば受ける

こととなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第２項、

第３項及び第６項の規定により受ける失業者の退職手当の

額とのいずれか多い額とする。

４ 改正後の愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則様

式第１５号の６及び様式第１６号の規定は、この規則の施行の

日以後に職業に就いた受給資格者の申請に係る再就職手当

に相当する退職手当支給申請書又は常用就職支度手当に相

当する退職手当支給申請書について適用し、同日前に職業

に就いた受給資格者の申請に係る再就職手当に相当する退

職手当支給申請書又は常用就職支度金に相当する退職手当

支給申請書については、なお従前の例による。
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特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。

平成１５年１２月２４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則

特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－

３６８）の一部を次のように改正する。

別表第１越智郡の項所在地の欄中「弓削町下弓削８３９番地

の２」を「弓削町下弓削６９番地１」に改める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第１の規定は

、平成１５年１２月１日から適用する。
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